
平成 24 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（国土交通省） 

制 度 名 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の延長 

税 目 所得税 

要

望

の

内

容 

 
耐久性、耐震性、維持保全容易性及び可変性等を備えた質の高い住宅の供給

及び適切な維持保全等による長寿命化を促進するため、居住者が、認定長期優
良住宅の新築等をして居住の用に供した場合には、標準的な性能強化費用相当
額（上限 1,000 万円）の 10％相当額を、その年分の所得税額から控除（当該控
除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控
除）する特例について、適用期限を２年延長するとともに、標準的な性能強化
費用相当額の上限（控除対象限度額）を 1,000 万円から 500 万円に引き下げ
る。 
 
【関係条文】 
租税特別措置法 第 41 条の 19 の 4、 
租税特別措置法施行令 第 26 条の 28 の 6 
租税特別措置法施行規則 第 19 条の 11 の 4 

 
 平年度の減収見込額 

（制度自体の減収額） 
   ― 
（▲16,400百万円）

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

「住生活基本計画（平成 23 年３月 15 日閣議決定）」等を踏まえ、将来にわ
たり活用される良質な住宅ストックの形成を進め、成熟社会にふさわしい豊か
な住生活の実現を図る。 

 

⑵ 施策の必要性 

我が国においては、住宅ストックが量的に充足した一方で、本格的な少子高
齢社会、人口・世帯減少社会が到来し、また、環境問題や資源・エネルギー問
題が深刻化している。これらの課題に対応するためには、「住宅を作っては壊
す」社会から、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」
社会へと移行することが重要であり、既存住宅ストック及び将来にわたり活用
される新規に供給される住宅ストックの質を高めるとともに、適切に維持管理
されたストックが市場において循環利用される環境を整備する必要がある。 

しかしながら、日本の滅失住宅の平均築後年数は他国に比べ著しく短い状況
であるほか、既存住宅ストックの流通量も極めて低い水準にとどまっているの
が現状である。 

このため、耐久性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅
の普及の促進を図ることは、政策目的の達成のために有効である。また、認定
長期優良住宅の普及の促進は、「新成長戦略（平成 22 年６月 18 日閣議決
定）」においても、成長戦略の基本方針として「数世代にわたり利用できる長
期優良住宅の建設、適切な維持管理、流通に至るシステムを構築する」ことと
されており、政府の喫緊の課題となっている。 

一方で、認定長期優良住宅は一般住宅に比べて取得費用が高く、普及の促進
に当たっては、取得に係る費用負担をいかに軽減するかが課題となる。 

以上の理由から、本特例を延長し、認定長期優良住宅の取得時の費用負担の
軽減を図る必要がある。 

 

 

 



今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

「住生活基本計画（平成 23 年３月 15 日閣議決定）」におい
て、「既存住宅ストック及び将来にわたり活用される新規に供
給される住宅ストックの質を高めるとともに、適切に維持管理
されたストックが市場において循環利用される環境を整備する
ことを重視した施策を展開する」、「耐久性等に優れ、適切な
維持保全が確保される長期優良住宅について支援、認定制度及
び基準の合理化等により普及の促進を図る」こととされてい
る。 
「新成長戦略（平成 22 年６月 18 日閣議決定）」おいて、

「住宅投資の拡大に向けた資金循環の形成を図る」、「住宅税
制の拡充等による省エネ住宅など質の高い住宅の供給の拡大を
図る」、「数世代にわたり利用できる長期優良住宅の建設、適
切な維持管理、流通に至るシステムを構築する」こととされて
いる。 
また、「国土交通省成長戦略（平成 22 年５月 17 日公表）」

において、「長期優良住宅の普及を促進する」こととされてい
る。 
 

（政策評価体系における位置付け） 
政策目標１ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保

及び向上の促進 
施策目標２ 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行わ

れる住宅市場を整備する 
 

政 策 の 

達成目標 

住生活基本計画において、「新築住宅における認定長期優良
住宅の割合 8.8％（認定長期優良住宅の供給が開始された平成
21 年６月～平成 22 年３月の数値）→20％（平成 32 年度）」と
いう目標が定められている。 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
２年間 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
・新築住宅における認定長期優良住宅の割合 

8.8％（※）→20％（平成 32 年度） 
※認定長期優良住宅の供給が開始された平成21年６月～平成22年３月の数値 

 

政策目標の

達 成 状 況 

 
平成 22 年度 12.7％ 
 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
平成 22 年度の認定長期優良住宅戸数 103,716 戸 
 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
質の高い住宅の市場供給を促進するとともに、住宅投資を促

進し、内需主導の経済成長を実現するため、認定長期優良住宅
の取得を引き続き広く誘導していくことが、政策目標の達成の
ために有効である。 
 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

・認定長期優良住宅に係る住宅ローン減税の拡充（所得税）
・認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減（登録
免許税） 

・認定長期優良住宅に係る特例措置（不動産取得税、固定資産
税） 

 



予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
平成 24 年度要求 
地域における木造住宅生産体制強化事業（100 億円の内数） 

平成 23 年度予算 
木のいえ整備促進事業（90 億円の内数） 

 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
上記制度と相まって、税制においても必要な措置を講じるこ

とにより、認定長期優良住宅の普及を図る。 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
認定長期優良住宅のローン型減税における控除率等とのバラ

ンスを考慮すれば、的確かつ必要最小限な措置である。 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
平成 21 年度 16,000 件 
 
平成 22 年度 32,800 件 
 
（いずれも推計値） 
 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
認定長期優良住宅の戸数は着実に増加してきており、本税制

特例は、認定長期優良住宅の新築等を促進し、質の高い住宅ス
トックの形成に寄与している。 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
・滅失住宅の平均築後年数 

約 30 年（平成 15 年） → 約 40 年（平成 27 年） 
・住宅の滅失率（５年間に滅失した住宅戸数の住宅ストック戸
数に対する割合） 
約 8％（平成 15 年） → 約 7％（平成 27 年） 

 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
滅失住宅の平均築後年数は約 27 年（平成 20 年）、住宅の滅

失率は約 7％（平成 15 年～平成 20 年）となっている。認定長期
優良住宅の供給は平成 21 年６月に開始されたばかりであり、ま
た、主要な政策効果は、統計の性質上住宅が滅失した時点や売
却時点で反映されるものであり、その時点で指標が大幅に改善
するものと考える。 
なお、平成 23 年３月の住生活基本計画の改定において、施策

の効果を測るより直接的な指標である「新築住宅における認定
長期優良住宅の割合」が位置付けられたところであり、今般の
要望においても当該指標を達成目標とすることとした。 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
平成 21 年度創設 

 


